
千曲市告示第４１号

千曲市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱を次のように定める。

令和８年３月２５日

千曲市長 小 川 修 一



千曲市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備

するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかか

わらない形での支援を強化するため、千曲市乳児等通園支援事業(こども誰でも通

園制度)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

（実施主体等）

第２条 事業の実施主体は、千曲市とする。

２ 市長は、事業の全部又は一部を適切に事業実施できると認めた者（以下この条に

おいて「委託先」という。）に委託することができる。この場合において、市は、委

託先との連携を密にして事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求め

るものとする。

（対象児童）

第３条 事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、保育所、認定こども

園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業所等に通っていない０歳６か月

から満３歳未満の児童とする。

（実施施設）

第４条 事業は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 15 第２項に定め

る乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、

家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外

保育施設、児童発達支援センター等（以下「実施施設」という。）において、実施す

ることができる。

（関係法令及び要綱の基準）

第５条 実施施設は、事業の実施に当たり、千曲市乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例（令和７年条例第 36 号）その他関係法令及びこの要

綱を遵守しなければならない。

（実施日等）

第６条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要

があると認めたときは、この限りでない。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までを除く。）

(2) 実施時間 午前９時から午後４時まで

（利用限度時間）

第７条 事業の利用限度時間は、対象児童 1人につき 1月当たり 10 時間とする。

（認定申請等）



第８条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、国が運用するこども誰でも通

園制度総合支援システム（以下「総合支援システム」という。）又はその他の方法に

より、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書（様式第１号)を市長に

提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請に係る認定を決定したときは、乳児等支援支給認定証(こど

も誰でも通園制度認定証)(様式第２号)により当該対象児童の保護者に通知するも

のとする。

３ 前項の規定による認定を受けた対象児童の保護者は、対象児童に係る健康状態、

成育歴、アレルギーの有無等について実施施設と直接面談等を行うものとする。

（利用予約）

第９条 前条第２項の規定による認定を受けた対象児童の保護者（以下「認定保護者」

という。）が事業を利用しようとするときは、実施施設に対して、総合支援システム

又はその他の方法により、利用を希望する日時を予約するものとする。

（認定内容の変更又は取消）

第 10 条 認定保護者は、認定内容に変更が生じたとき、又は認定の取消しを希望す

るときは、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、認定の内容を変更し、又は認定

を取り消すものとする。

（費用の負担）

第 11 条 事業を利用する認定保護者は、事業に要する費用として、利用する対象児

童 1人につき 1時間当たり 300 円を負担するものとする。ただし、１時間以上の利

用については、30 分単位で利用することも可能とし、この場合、30 分に係る部分

の金額については１時間の単価に１／２を乗じて算出するものとする。

（減免）

第 12 条 市長は、低所得者世帯等から費用の減免の申請がなされた場合、別表によ

り、保護者負担額を減免することができる。

（給食の提供）

第 13 条 給食等の提供については、実施施設の判断とするが、認定保護者に対応状

況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレ

ルギー対応など、適切な実施に留意する。

（補則）

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表（第 12 条関係）

対象者
減免額（対象児童

１人当たり）



附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ 市長は、この告示の施行の日前においても、事業の利用登録に関する手続その他

この告示を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

ア 本事業による支援を受けた日において生活保護法（昭和

25 年法律第 144 号）第６条第１項に規定する被保護者であ

る場合

１時間 300 円

イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方

税法（昭和 25 年法律第 226 号）規定による市民税を課さ

れない者である場合（アに掲げる場合を除く。）

１時間 240 円

ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者につい

て地方税法の規定による市民税の同法第292条第１項第２

号に掲げる所得割の額を合算した額が７万7,101円未満で

ある場合（ア及びイに掲げる場合を除く。）

１時間 210 円

エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及

び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要

と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状

況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を

軽減することが適当であると認められる場合（アからウに

掲げる場合を除く。）

１時間 150 円







様式第３号（第10条関係）

（宛先）千曲市⾧

届出者氏名

   次のとおり、乳児等支援給付認定の変更について届出します。

 ※変更後の内容で記入してください。

フリガナ

フリガナ

氏名

フリガナ

氏名

 以下に、変更箇所と内容を記載します。

変更箇所

変更内容

  年  月  日

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届

ログインID

（メールアドレス）

生年月日 年   月   日生

住所

電話番号

 □ 氏名    □ 住所   □ 電話番号   □ その他     

□ 変更前の氏名  （                         ）                   

□ 変更前の住所  （                         ）

□ 変更前の電話番号（                         ）

□ その他変更事項 （                         ）          

保護者名

生年月日   年   月   日生

生年月日   年   月   日生

変更理由
 □ 婚姻等    □ 引越し

 □ その他 （             ）    


